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Ａ. 研究目的 
臨床心理・神経心理検査（心理検査）を用いたアセ

スメントは、公認心理師の専門性が期待される最も
重要な業務である。特に、心理検査の結果を患者の診
療やケアにあたる医師等の医療チームのメンバーへ
の報告は、多職種連携・協働という点で公認心理師に
期待される重要な業務である。さらに、心理検査結果
をもとに患者の心理に関する相談に応じたり、日常
生活や社会生活の困りごとに対する助言や提案を行
ったりする心理面接も、公認心理師に期待される心
理支援業務である。 
しかしながら、現行の診療報酬制度では、心理検査

によるアセスメント業務のうち、診療報酬の対象と

なっている業務は、「検査の実施及び結果の処理」だ
けであり、多職種への報告や、検査結果をもとにした
患者へのフィードバック、さらにこれらの準備に不
可欠な報告書の作成は、この対象になっていない。そ
れにもかかわらず、医療機関で働く公認心理師は、医
師、医療チーム、家族、そして、患者のニーズに応え
るために、診療報酬算定の対象外の業務、すなわち、
検査結果のフィードバックに多くの時間と労力を費
やしている。 
心理検査結果のフィードバックには、狭義のフィ

ードバックに相当する直接的フィードバックと、依
頼した医師への報告や多職種連携に相当する間接的
フィードバックがある（図1）。直接的フィードバッ

研究要旨 
臨床⼼理・神経⼼理検査（⼼理検査）の実施と、それに基づく多職種連携・協働及び⼼理⽀援は、公認⼼理

師の専⾨性が期待される重要な業務である。とりわけ、検査結果のフィードバックは、公認⼼理師の専⾨性が
最も期待される。フィードバックには、狭義のフィードバックに相当する直接的フィードバック（フィードバ
ック⾯接を通じて⾏われる患者への説明）と、医師への報告や多職種連携に相当する間接的フィードバックが
ある。本研究では、精神科領域の医療機関で⾏われる⼼理検査の活⽤実態及び医師から⾒た有⽤性、さらには
公認⼼理師による直接的フィードバックに対する患者から⾒た有⽤性を明らかにするために、⽇頃⼼理検査を
活⽤している医師（n=356）を対象とした医師調査と、医師から検査結果の説明を受けた後に、公認⼼理師か
ら直接的フィードバックを受けた患者（n=36）を対象とした患者調査を実施した。 

医師調査の結果、「認知症などの器質性精神障害や発達障害を除く成⼈期の精神疾患」に対する業務（例、
診断と治療、意⾒書などの作成）で⼼理検査が「⾮常に役⽴っている」と回答した医師は約44％から約49％だ
ったが、「⼩児期・⻘年期の精神疾患」、「成⼈期の発達障害」、「認知症などの器質性精神障害」に対する
業務では、医師の約63％から約72％が「⾮常に役⽴っている」と回答した。多職種連携・協働に関しては、医
師の約31％から約44%が⾮常に役⽴っていると回答した。医師の約90%が、公認⼼理師による直接的フィード
バックが、すべての患者に対してではないが、必要な場合があると回答した。「⾃⾝の患者の中にフィードバ
ック⾯接を受けたことのある患者がいる」と回答した医師(n=240)にどのような点で有⽤だったかを尋ねたと
ころ、約54％が「患者が⾃⾝の病状を理解するのに」、約48％が「患者が⾃⾝の健康な部分や強みを理解する
のに」、約46％が「患者が⾃⾝の悩みごとにどう対処したらよいかを考えるのに」、公認⼼理師による直接的
フィードバックが「⾮常に役に⽴った」と回答した。患者調査では直接的フィードバックの有⽤性を⼀群事前
事後⽐較試験によって検討した。患者には、約50分のフィードバック⾯接を実施し、その前後に⾯接の有⽤性
を評価する10項⽬の尺度への回答を求めた。その結果、⾯接前後の有⽤性尺度の合計得点及び各項⽬の得点に
有意差が認められ、いずれも⾯接前よりも⾯接後の得点が⾼かった。この結果から、公認⼼理師の直接的フィ
ードバックには、患者の⾃⼰理解の促進、治療意欲の向上、⽇常⽣活や社会⽣活の困難への対応など、パーソ
ナル・リカバリーの促進につながる効果が期待できることが⽰唆された。 
以上の結果、⼼理検査は医師の診療や多職種連携・協働のみならず、患者に対する⼼理⽀援にも活⽤されて
おり、患者のリカバリーの促進にも活⽤できることが⽰唆された。しかし、現⾏の診療報酬制度を考えると、
直接的フィードバックを医療機関で提供するには、医師と公認⼼理師の連携強化や公認⼼理師のスキルの向上
に加えて、診療報酬におけるフィードバック⾯接料の新設など、制度⾯の検討が急務であると思われる。 
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クは、検査を実施した公認心理師等が、患者に対して
直接フィードバックする方法を指し、間接的フィー
ドバックは、患者の診療やケアにあたる立場の人を
介して、検査結果が患者にフィードバックされる方
法を指す。 
直接的フィードバックでは、心理検査の結果とそ

れに基づく所見をもとに、公認心理師等が患者の心
理に関する問題の相談に応じ、助言や指導その他の
援助を行う。これは、公認心理師法第二条に規定され
た心理支援、すなわち、心理に関する支援を要する者
に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導そ
の他の援助を行う業務に対応する。一方、間接的フィ
ードバックとは、公認心理師等から患者に直接フィ
ードバックを行うのではなく、患者の主治の医師や、
患者のケアにあたる関係者を介して、心理検査の結
果が患者にフィードバックされる。間接的フィード
バックでは、公認心理師等は、医師や関係者に検査結
果をフィードバックする。これにより、医師や関係者
は診療やケアに必要な情報を公認心理師等から受け
取る。これは、公認心理師法第四十二条に規定された
業務、すなわち、多職種連携・協働に対応する。医療
機関で医師からの依頼で公認心理師等が心理検査を
実施した場合に必ず行われるのが、この間接的フィ
ードバックである。 
心理検査の実施及び結果の処理の後に行う業務が、
「心理検査報告書の作成」である。通常、この報告書
には、処理されたデータだけでなく、依頼理由や検査
目的など、医師の指示内容に対する公認心理師の意
見も含まれる。なぜなら、公認心理師に心理検査を依
頼する医師の多くが、心理アセスメントを専門とす
る公認心理師の所見を自らの判断に役立てたいと考
えるからである。こうした業務に、公認心理師は多く
の時間と労力を費やしているが、残念ながら、現行の
診療報酬制度では、これらの業務に対する対価は全
く考慮されていない。 
診療報酬をめぐる問題は、直接的フィードバック

においても深刻である。直接的フィードバックは、そ
の準備から実施において、多くの時間と労力が必要
である。なぜなら、実施に際しては、本人向けの報告
書の作成や、主治の医師との打ち合わせなど、事前準
備に多くの時間と労力が必要だからである。それに
もかかわらず、現行の診療報酬制度には、直接的フィ
ードバックに該当する項目はない。直接的フィード
バックは、患者の自己理解の促進や治療意欲の向上、
さらには、日常生活や社会生活における問題への相
談対応など、患者のパーソナル・リカバリー（千葉,
 2021; 国立精神・神経医療研究センター 精神保健

研究所 地域精神保健・法制度研究部, 2021; 菱本, 
2024）の促進に大いに役立つはずである。実際、患者
のパーソナル・リカバリーの促進等のために、直接的
フィードバックの機会を提供している医療機関も存
在する。直接的フィードバックを、それを必要とする
多くの患者に提供するには、やはり制度面での支え
が不可欠であり、その議論のためには、直接的フィー
ドバックの有用性を示すデータが必要である。 
そこで本研究では、精神科領域の医療機関におけ

る間接的フィードバックと直接的フィードバックの
有用性を検討するために、医師を対象とした医師調
査と、患者を対象とした患者調査を行なった。医師調
査では、医師から見た公認心理師の間接的フィード
バックと直接的フィードバックに関する有用性を調
査した。一方、患者調査では、医師から検査結果の説
明を受けた後に、さらに公認心理師から直接的フィ
ードバック（以下、フィードバック面接と記す）を受
けた患者を対象に、フィードバック面接の有用性を
検討した。これらの結果をもとに、精神科領域の医療
機関における心理検査の活用可能性と有用性をめぐ
る現状と課題について考察した。 
 
 
Ｂ．研究方法 
１．医師調査 
 精神科領域の医療機関が所属する団体及び研究協
力者が関係する医療機関の長に対して、研究協力の
依頼を行った。その結果、日本精神科病院協会、日本
精神神経科診療所協会、独立行政法人国立病院機構
（国立精神科医療施設長協議会）、全国自治体病院協
議会精神科特別部会から研究協力に関する承諾を得
た。これらの団体に所属する3,142箇所の医療機関に、
調査依頼書を送付した。各医療機関には、医療機関の
長宛の協力依頼・説明文書（1部）とともに、研究対
象者である医師向けの協力依頼・説明文書（10部）を
送付した。なお、必要があれば追加の説明・依頼文を
送る旨を書き添えた。 
 医師調査は、Google Formsを用いた無記名Webアン
ケートで行った。調査項目は、研究分担者と研究協力
者が相談して作成した。なお、調査開始前に、研究協
力者である医師に調査項目が医師にとって回答可能
かどうか確認を依頼し、最終的な文言や内容のチェ
ックを行った。この調査では、①小児期・青年期の精
神疾患、②成人期の精神疾患（発達障害や、認知症な
どの器質性精神障害を除く）、③成人期の発達障害、
④認知症などの器質性精神障害の4つの対象疾患別
の診療に関して、自身の心理検査の活用・実施状況お
よび医師から見た心理検査の有用性を尋ねた。その
他、心理検査報告書のあり方への意見、タスク・シフ
ト/シェアの観点から見た心理検査業務への意見、フ
ィードバック面接の実施状況と有用性、さらに精神
科における心理検査の活用に関する意見について回
答を依頼した。 
 医師調査で使用したアンケートを資料6として総
合研究報告書に添付した。 
 
２．患者調査 
 対象者は、首都圏の医療機関の精神科を受診し、研
究参加について同意した患者36人である。対象者は、
心理検査後、診察場面で医師から検査結果の説明を
受け、その後、さらに公認心理師によるフィードバッ
ク面接を受けることを希望した患者である。フィー
ドバック面接は、医師が患者に心理検査結果を説明

図１ 医療機関で働く公認心理師の心理検査結果のフィードバック：
直接的フィードバックと間接的フィードバック

医療チーム

患者

医師、他の
医療スタッフ公認心理師

直接的フィードバック
(狭義のフィードバック）

＜公認心理師による心理支援＞
• 検査結果の説明とそれに基づく相談、
助言・指導・援助等の心理支援（例、
心理教育、認知リハビリテーション）

間接的フィードバック
（報告、連携、協働）

＜多職種連携・協働＞
• 診療・ケア・支援を介したフィード
バック（例、医師による結果説明、結
果を活用した治療やケア

多職種連携・協働
例、医師への報告、カンファレンスにお
ける意見交換

直接的フィードバック 間接的フィードバック
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した後に実施した。フィードバック面接の所要時間
は50分程度であった。フィードバック面接は、心理検
査を実施した公認心理師が担当した。なお、この面接
は、心理支援として行われるものであり、また、他の
心理面接（例、支持的精神療法、認知行動療法、カウ
ンセリング）と同じく、面接時の患者の様子やニーズ
に応じた個別性のある対応を行う場合があるが、そ
の基本的な流れは、担当者間に大きな相違が生じな
いように留意して行われた。 
フィードバック面接の基本的な流れは、以下の通

りである。最初に、患者にフィードバック面接の目的
を説明し、また、患者がこの面接で特に知りたいと思
っていることには何かを確認した。次に、作成した心
理検査結果の報告書（書面）を用いて、心理検査の結
果をもとに、患者の心理面の特徴を説明した。この際、
患者の弱みだけでなく、強みについても説明した。最
後に、質問・討論の時間を設けた。ここでは、患者か
ら心理師の説明に対する質問を受けたり、検査結果
について話し合ったりした。また、日常生活の課題や
対応について、心理検査の結果をもとに、患者ととも
に検討した。これらを通じて、患者の主訴や困りごと
にどう向き合うか、自らの特性とともにどう生きる
かなど、患者の自己理解やリカバリーの促進を図っ
た。 

対象者には、フィードバック面接の前後に、昨年度
作成した10項目からなる有用性尺度（表１）への回答
を求めた。この尺度は、公認心理師による直接的フィ
ードバック（フィードバック面接）の有用性を評価す
るために、本分担研究の研究協力者と研究分担者が
作成したもので（松田, 2024）、フィードバックに対
する患者の満足度（項目番号1、2、3、10）や、自己
理解、治療意欲、生活場面の困難への対応における有
用性を評価する項目（項目番号4、5、6、7、8、9）で
構成された。フィードバック面接の目的は、患者のパ
ーソナル・リカバリーの促進である。そのため、有用
性尺度では、患者が面接を通じて、自分の苦手な部分
や障害だけでなく、健康な部分や強みについても理
解することができたか、治療意欲や日常生活や社会
生活における困りごとへの対応に役に立つと感じら
れたか等を評価できるように項目を構成した。加え
て、今回の尺度には、心理検査やフィードバックに対
する患者の満足度を含めた。心理検査の測定対象は、
個人の能力やパーソナリティなど、通常は顕になる
ことのない個人の資質や潜在的な傾向である。その
ため、こうした点が顕になることや、それに関する説
明を受けることを不安に感じる患者もいるはずであ
る。また、フィードバック後に、患者が検査を受けて

よかったと感じられないようでは、心理支援の一環
として行われるフィードバックがその役割を十分に
果たしたとはいえない。パーソナル・リカバリーの促
進を目指すフィードバック面接では、患者が検査を
受けてよかったと思えることも重要だと考え、満足
度の項目も本尺度に含めることにした。患者には、各
目に対して、そう思わない（1点）、どちらかといえ
ばそう思わない（2点）、どちらともいえない（3点）、
どちらかといえばそう思う（4点）、そう思う（5点）
の５件法で評価するように求めた。高得点ほど患者
が有用性を高く評価していることを表す。 
フィードバック面接の前に行なった評価（事前評
価）は、医師からの説明を聞いた後の心理検査結果の
有用性に対する患者の評価を反映し、フィードバッ
ク面接後（事後評価）に行なった評価は、公認心理師
から心理検査の結果の説明とそれに基づく助言等を
受けた後の患者の評価を反映した。面接前後の有用
性尺度の成績の差が統計学的に有意で、事前よりも
事後の成績が高ければ、公認心理師のフィードバッ
ク面接が、患者にとって有用であったことを示すこ
とになる。 
実際に使用したアンケートを資料7として総合研

究報告書に添付した。 
（倫理面への配慮） 

1.医師調査 
医師調査の研究計画は、上智大学「人を対象とする

研究」に関する倫理委員会による審査を受け、承認を
得た。 
研究対象者には、上記の倫理委員会で承認された

研究であることを書面で説明し、協力を求めた。同意
は、Webアンケートの同意欄への入力と、入力後の送
信によって取得した。回答者には、無記名調査のため、
送信後は同意を撤回することができないこと、送信
をするまでは回答途中のデータが研究者に知られる
ことはないこと、研究への参加・不参加あるいは回答
の中止によって回答者は何ら不利益を被ることはな
いことなどを説明した。個人情報・データの保管につ
いては、個人の特定が可能な情報の収集は行わない
こと、紙媒体は研究責任者の研究室における鍵のか
かるロッカーに保管、電子データは研究責任者の研
究室内のPCにパスワードを付して保管する（管理責
任者は松田修）ことを説明した。研究成果の公表に関
しても説明した。研究成果は、厚生労働科学研究成果
情報データベースでの公開に加えて、研究代表者や
研究協力者が所属する学会で発表したり、関連する
学会誌に投稿したりして公開する予定であることや、
その際には、研究対象者の個人情報は一切開示しな
いことを説明した。なお、研究対象者の所属する施設
が希望した場合には、調査結果の概要を送るが、その
際、研究対象者の個人情報は一切開示しないことも
説明した。 
 
２.患者調査 
患者調査の研究計画は、上智大学「人を対象とする

研究」に関する倫理委員会による審査を受け、承認を
得た。加えて、研究を実施する国立精神・神経医療研
究センター病院の倫理委員会にも研究計画の審査を
依頼し、承認を得た。 
患者には、上記の倫理委員会で承認を受けた研究

であることに加えて、参加の自由、個人情報の取り扱
いや管理、公表の仕方などについて書面で説明した。
研究参加については、研究に参加するかどうかは任
意であり、研究に参加しなくても、研究依頼機関や研

表１ 直接的フィードバック（フィードバック面接）有用性評価尺度

1. 検査結果の説明は、あなたにとって十分に納得できるものでしたか？

2. 検査結果の説明時間は、十分でしたか？

3. 説明者は、心理検査の結果に対するあなたの質問に十分に答えてくれました
か？ 

4. 検査結果の説明は、今の自分の症状や心の状態を理解するのに役に立ちまし
たか？

5. 検査結果の説明は、あなたが自分の長所や得意なところを理解するのに役に立
ちましたか？

6. 検査結果の説明は、あなたが自分の悩みや困りごとにどう対処したらよいかを
考えるのに役に立ちましたか？

7. 検査結果の説明は、あなたの治療に対する意欲を高めるのに役に立ちました
か？ 

8. 検査結果の説明は、今後、あなたが、自分の症状や心の状態との付き合い方を
考えるのに役に立ちそうですか？ 

9. 検査結果の説明は、今後のあなたの社会生活や日常生活に役に立ちそうです
か？

10.心理検査を受けてよかったと思いますか？
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究依頼者との今後の関係に影響したり、患者が不利
益を被ったりすることは一切ないことを明記した。
また、本調査への参加は強制的なものではないこと、
答えたくない質問には答えなくてもよいこと、回答
することで不快な気持ちになった場合は、直ちに回
答をやめて構わないこと、を説明した。さらに、いっ
たん研究協力に同意した後でも、いつでも同意を撤
回できることについても説明した。しかし、調査は無
記名式で、また、回答は回収後に統計処理をして個人
が特定できない状態にするため、アンケートの投函
後は、同意の撤回ができなくなることについても説
明した。個人情報の取り扱い・管理については、研究
責任者（上智大学 松田修）の研究室のPCにパスワー
ドを付して保管すること、研究成果公表後10年経過
後、データを完全削除した上で物理的にも破壊する
など、データを復元できないようにしてから廃棄す
ること、データは本研究の目的のみに使用すること、
データは統計的に処理するため個人が特定される形
で発表されることはないこと、将来、本調査のデータ
が厚生労働省における資料として利用されたり、現
時点で特定されない将来の研究のために利用された
りする場合も、個人が特定される形での提供はしな
いことを説明した。研究結果の公表については、本研
究の結果が厚生労働科学研究成果データベースや関
連学会等で公表する予定であること、研究対象者及
び研究対象者の所属する集団（例、研究協力機関、団
体など）が希望した場合には、支障のない範囲で調査
結果の概要を送ることも説明した。 
 
 
Ｃ．研究結果 
１．医師調査 
1)回答者の特徴 
 精神科領域の医療機関に勤務する医師374人から
回答を得た。このうち、日頃の診療で心理検査を使用
している医師356人に、心理検査の有用性や活用実態
に関する質問に回答を求めた。回答者の所属する医
療機関、設置母体、経験年数、年代、性別は表2の通
りである。 
回答者の約48％が精神科病院に勤務していた。国

公立系の医療機関よりも民間の医療機関に勤務する
医師が多く、回答者の約64％を占めた。臨床経験は、
30年以上が最も多く(約35％)、全体の約64％が、臨床
経験20年以上の医師であった。回答者の年齢は、50代
が約31％、60歳以上が約28％と、回答者全体の約58％
が50歳以上であった。性別は男性が多かった。 
 

2)医師の活用実態 
日頃心理検査を活用している医師に、対象疾患別

に、自らの診療で心理検査を活用しているかを尋ね
た（図2）。その結果、心理検査を診療で活用してい
る医師は、小児期・青年期では237人、成人期（発達
障害や、認知症などを除く）では286人、成人期の発
達障害では306人、認知症などの器質性精神障害では
278人であった。対象疾患別に、使用頻度の高い心理
検査を尋ねたところ、「小児期・青年期の精神疾患」
と「成人期の発達障害」の診療では、知能・認知機能
を評価する心理検査と、発達・発達障害を評価する心
理検査を使用する医師が多かった。「認知症などの器
質性精神障害」の診療では、知能・認知機能を評価す
る心理検査の使用頻度が高いと回答した医師が最も
多く、次に多かったのが、精神症状を評価する心理検
査であった。「発達障害や、認知症などの器質性性障
害を除く成人期の精神疾患」の診療では、知能・認知
機能を評価する心理検査を使用する医師が最も多く、
次に多かったのが、パーソナリティ検査であった。 

  
医師の約92％が「検査データ」と「検査者の所見」

が書かれた報告書を受け取り、このうち約62％が報
告書に加えて、必要に応じて、口頭による説明を受け
ていた。 
 
3)心理検査の有用性に対する医師の意見 
 対象疾患別に、医師から見た心理検査の有用性を
調査した。 
 図3に示すように、小児期・青年期の診療に関して
は、約72％の医師が診療業務（診断と治療）に「非常

図2 医師から見て使用頻度の高い検査の種類は？
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図３ 小児・青年の診療における有用性は？
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⼩児期・⻘年期
⾮常に役⽴っている まあまあ役⽴っている どちらともいえない あまり役に⽴っていない 全く役に⽴っていない

N=237

表2 対象者の属性
• 所属

– 精神科病院 169人

– 精神科・精神神経科診療所 103人

– 一般病院の精神科 61人

– 大学病院の精神科 18人

– その他 5人

• 勤務先の設置母体

– 私立の医療機関 227人

– 公立系の医療機関 106人

– 国立系の医療機関 17人

– その他の医療機関 6人

• 臨床経験

– 5年未満 25人

– 5年から10年未満 34人

– 10年から15年未満 42人

– 15年から20年未満 27人

– 20年から25年未満 56人

– 25年から30年未満 48人

– 30年以上 124人

• 年代

– 20歳代 9人

– 30歳代 60人

– 40歳代 79人

– 50歳代 110人

– 60歳以上 98人

• 性別

– 男性 270人

– 女性 79人

– 回答しない 7人
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に役立っている」と回答し、約71％が意見書や診断書
の作成に「非常に役立っている」と回答した。「まあ
まあ役立っている」と回答した医師を合わせると、診
断と治療では約99％が、書類の作成では約97％が、こ
れらの業務において心理検査が有用であると評価し
ていた。多職種連携・協働に関しては、約44％が「非
常に役立っている」と回答した。「まあまあ役立って
いる」と回答した医師を合わせると、全体の約84％が、
この業務に対して心理検査が有用であると評価して
いた。その他、「非常に役立っている」と「まあまあ
役立っている」という回答を合わせると、強みや健康
な部分の理解（約95％）、主訴の背景要因の理解（約
96％）、共同意思決定（約86％）、本人支援（約93％）、
家族支援（約95％）、関係者支援（約89％）について
も、多くの医師が心理検査は有用だと評価していた。 
図4に示すように、成人期の精神疾患の治療におけ

る有用性については、約49％の医師が意見書・診断書
の作成で「非常に役立っている」と回答した。また、
約44％の医師が診療業務（診断と治療）で「非常に役
立っている」と回答した。「まあまあ役立っている」
と回答した医師を合わせると、書類作成では、約90％、
診断と治療では約96％が、これらの業務で、心理検査
が有用だと評価していた。多職種連携・協働に「非常
に役立っている」と回答した医師は全体の約31％だ
ったが、「まあまあ役立っている」と回答した医師を
合わせると、全体の約79％が、この業務で心理検査が
有用であると評価していた。その他、「非常に役立っ
ている」と「まあまあ役立っている」という回答を合
わせると、強みや健康な部分の理解（約89％）、主訴
の背景要因の理解（約87％）、共同意思決定（約76％）、
本人支援（約90％）、家族支援（約83％）、関係者支
援（約82％）についても、多くの医師が心理検査は有
用だと評価していた。 

 
図5に示すように、成人期の発達障害の診療におけ

る有用性については、約68％の医師が診療業務（診断
と治療）で「非常に役立っている」と回答し、約63％
の医師は意見書・診断書の書類作成で「非常に役立っ
ている」と回答した。「まあまあ役立っている」とい
う回答を合わせると、診断と治療では約99％が、書類
作成では約96％の医師が、これらの業務において心
理検査が有用であると評価していた。多職種連携・協
働に関しては、約38％が「非常に役立っている」と回
答し、「まあまあ役立っている」という回答を合わせ
ると、約85％が多職種連携・協働において心理検査が
有用であると評価していた。その他、「非常に役立っ
ている」と「まあまあ役立っている」という回答を合

わせると、強みや健康な部分の理解（約93％）、主訴
の背景要因の理解（約91％）、共同意思決定（約85％）、
本人支援（約94％）、家族支援（約91％）、関係者支
援（約87％）についても、多くの医師が心理検査は有
用だと評価していた。 

図6に示すように、認知症などの器質性精神障害の
診療における有用性については、約65％が診療業務
（診断と治療）、約66％が意見書や診断書などの書類
作成において心理検査が「非常に役立っている」と回
答した。「まあまあ役立っている」という回答を合わ
せると、診断と治療では約97％、書類作成では約97％
が、これらの業務で心理検査は有用だと評価してい
た。多職種連携・協働については、約41％が心理検査
は「非常に役立っている」と回答した。「まあまあ役
立っている」という回答を合わせると、約89％が、こ
の業務において心理検査が有用だと評価していた。
その他、「非常に役立っている」と「まあまあ役立っ
ている」という回答を合わせると、強みや健康な部分
の理解（約75％）、主訴の背景要因の理解（約80％）、
共同意思決定（約75％）、本人支援（約85％）、家族
支援（約90％）、関係者支援（約89％）についても、
多くの医師が心理検査は有用だと評価していた。 

 

 
4)心理検査報告書に含まれるべき情報について 
 上述のように、医師の約92％が、日頃、「検査デー
タと検査者の所見が書かれた文書で報告を受けてい
た。医師に報告書に含まれるべき情報を尋ねた結果

図６ 認知症などの器質性精神障害の診療における有用性は？
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図５ 成人（発達障害）の診療における有用性は？
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図４ 成人の診療における有用性は？
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は図7のとおりである。図7に示すように、約80％が
「診断や状態把握の助けになる情報」、約79％が「現

在の生活上の困難や症状の背景の理解につながる情
報」、約75％が「患者の強みや健康な部分の情報」に
ついて「そう思う」と回答していた。さらに、「患者
に渡せる報告書（本人向け報告書）」については、約
74％が「そう思う」と回答した。 
 
 
5）タスク・シフト/シェアの観点から、公認心理師
に、心理検査の結果を患者に説明する役割を任せる
ことについて 
 タスク・シフト/シェアの観点から、公認心理師に、
心理検査の結果を患者に説明する役割を任せること
については、約44％が「賛成」、約32％が「どちらか
と言えば賛成」と回答し、両者を合わせると、約76％
の医師が、公認心理師に心理検査の結果を説明する
役割を任せることに賛成していた（図8）。 

 
次に、タスク・シフト/シェアの観点から、心理検

査後の患者に対する結果の説明に関して、医師と公
認心理師はどのような協働のあり方が望ましいかを
医師に尋ねた（図9）。その結果、公認心理師による
患者へのフィードバックについては、約36％が「予め
医師と意見をすり合わせた上で、説明は公認心理師
に任せるのがよい」、約30％が「医師が簡単に説明し
た上で、詳しい説明は公認心理師に任せるのがよい」
と回答した。こうした回答をした医師の割合は、「患
者への説明に公認心理師が同席し、心理師から結果
を説明してもらうのがよい」（約14％）や「患者への

説明は、公認心理師の報告書をもとに医師が行うの
がよい」（約12％）と回答した医師の割合の2倍以上
であった。これらからわかるように、回答者の約66％
が、医師との連携・協働の下で、公認心理師が心理検
査の結果を患者に直接フィードバックすることを期
待していることが明らかにとなった。 
 

 
図10は、タスク・シフト/シェアに対する医師の期

待を調査した結果を示している。「フィードバック面
接があると、心理検査の結果を読み解く負担が軽減
されると思いますか」という質問には、約46％が「そ
う思う」、約28％が「どちらかといえばそう思う」、
約15％が「どちらともいえない」、約6％が「どちら
かといえばそう思わない」、約5％が「そう思わない」
と回答した。「そう思う」と「どちらかといえばどう
思う」を合わせると、回答者の約74％が、読み解く負
担が軽減されると感じていた。次に、「フィードバッ
ク面接があると、患者の自己理解が深まり、その後の
診療における医師の負担が軽減されると思いますか」
との質問には、約44％が「そう思う」、約35％が「ど
ちらかといえばそう思う」、約14％が「どちらともい
えない」、約3％が「どちらかといえばそう思わない」、
約3％が「そう思わない」と回答した。「そう思う」
と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、回答
者の約80％が、患者の自己理解が深まり、その後の診
療における医師の負担が軽減されると感じていた。
「心理検査結果の説明を公認心理師に任せることが
できたら、医師の業務負担は軽減すると思いますか」
との質問には、約39％が「そう思う」、約33％が「ど

図７ 報告書には、「検査データ」以外に、どのような情報や意見が含まれていると、
医師の検査結果の理解や患者に対する説明にとって有用だと思いますか？
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図9 タスク・シフト/シェアの観点から、心理検査後の患者に対する結果の説明に関し
て、医師と公認心理師はどのような協働のあり方が望ましいと思いますか？
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図10 タスク・シフト/シェアの有用性：医師の期待
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ちらかといえばそう思う」と回答した。これらを合わ
せると、約72％の医師が、心理検査結果の説明を公認
心理師に任せることで、自らの業務負担が軽減する
と考えていた。 
図11は、心理検査結果に関する患者への説明を公

認心理師に任せることができた場合の業務負担の軽
減時間について医師の意見を尋ねた結果を示してい
る。最も回答数が多かったのは、16-30分程度の負担
軽減であった。 

 
 
6）フィードバック面接の必要性と実施状況 
 フィードバック面接は、心理検査の実施者が、心理
検査の結果を患者に直接説明し、質問を受けながら、
患者とともに話し合う心理面接である。図12は、心理
検査結果のフィードバック面接の必要性と実施状況
ならびにその有用性を尋ねた結果を示している。医
師には、「心理検査の結果をより効果的に治療に役立
てるには、フィードバック面接が、すべての患者に対
してではないが、必要な場合があると思いますか」と
尋ねた。その結果、回答者の約60％が、「そう思う」、
約30％が「ややそう思う」と回答した。合わせて約9
0％の医師が、直接的フィードバックが必要な場合が
あると回答した。また、「自分の患者でフィードバッ
ク面接を受けたことのある患者はいますか？」との
質問には、回答者の約67％が「はい」と回答した。 

 
図13は、自分が担当する患者に公認心理師等の心

理職によるフィードバック面接を受けたことがある
患者がいると回答した医師240人が、その有用性をど

う評価しているのか調べた結果を示している。約5
4％が「患者が自身の病状を理解するのに非常に役立
っている」と回答した。約48％が「患者が自分自身の
健康な部分や強みを理解するのに役立っている」と
回答した。約46％が「患者が自身の悩み事や困りごと
への対応を考えるのに非常に役立っている」と回答
した。「まあまあ役立っている」という回答を含める
と、約96％が病状理解に、約91％が健康な部分の理解
に、約92％が悩みの対処に、フィードバック面接が役
立っていると回答していた。 

 
 
２．患者調査 
１）回答者の特徴 
 38人から回答を得た。このうち質問紙に記載漏れ
のあった2人を分析対象者から除外した。 
分析対象者となった36人は、男性14人、女性21人で、
残り１名は「その他」を選択した。年代は、18-19歳
が1人、20-29歳が14人、30-39歳が10人、40-49歳が6
人、50-59歳が3人、60-69歳が1人、残り1人は「回答
しない」と回答した。 
 対象者の診断分類については、「医師からいわれて
いる病名についてお聞かせください」という質問へ
の回答をもとに集計した。回答者には、回答しない、
わからない、統合失調症、双極性障害（躁うつ病）、
うつ病、不安障害、強迫性障害、適応障害、パーソナ
リティ障害、摂食障害、発達障害、認知症・軽度認知
障害、依存症、その他の中から、医師からいわれてい
る病名として該当するものをすべて回答するように

表3 対象者の診断分類（複数回答）

回答数（複数回答）
発達障害 9
うつ病 8
双極性障害 5
不安障害 5
統合失調症 3
依存症 2
強迫性障害 1
適応障害 1
パーソナリティ障害 1
その他 11
回答しない 1
わからない 3

図11 患者に対する心理検査結果の説明を公認心理師に任せることができ
たら、1日当たりのあなたの業務における時間的負担は、おおよそ何分くら
い減ると思いますか？

33%

40%

15%

7% 5%

1-15分
16-30分
31-45分
46-60分
61分以上

N=258

図13 医師から見たフィードバック面接の有用性
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求めた（複数回答）。なお、病名の表記については最
新の診断基準に従うことはせず、患者にとって比較
的馴染みがある名称を採用した。表3に示すように、
回答数が最も多かったのは、発達障害、次いでうつ病、
双極性障害、不安障害と続いた。 
 
２）有用性尺度の信頼性 
 フィードバック面接の前後で、有用性尺度の成績
を比較した。分析では、有用性尺度に含まれる10項目
の合計得点の変化に加えて、各項目の変化について
も検討した。10項目の合計得点を算出するにあたり、
尺度の信頼性を検討した。10項目のCronbachのアル
ファ係数を算出したところ、事前評価のデータに基
づくアルファ係数は0.91、事後評価のデータに基づ
くアルファ係数は0.85であった。 
 
３）事前事後比較試験の結果 
次に、10項目の合計得点と各項目の事前事後の得

点を対応のあるt検定によって比較した。なお、今回
の分析では、合計得点と各項目に対して計11回のt検
定を実施することになるため、多重比較による第I種
過誤（偽陽性）の増加を考慮し、p値の補正（多重比
較補正）を行った。ボンフェローニ補正（(α=0.05/
11= 0.0045）に基づき、pが0.005未満の場合、有意差
ありと判定することにした。 
その結果、合計得点及び各項目の事前事後得点に

は、いずれも有意差が認められ、事前の得点よりも事
後の得点が高かった。また、合計得点の効果量の絶対
値は1.408と大きく、また、10項目中9項目の効果量の
絶対値は、0.850以上であった（表４）。 
 

 
4）「フィードバック面接 実施方法」の作成 
 本研究で実施した直接的フィードバック（フィー
ドバック面接）の標準的な方法や留意点をまとめた
「臨床心理・神経心理検査結果を活用したフィード
バック面接 実施方法」を作成し、資料8として総合
研究報告書に添付した。 
 
 
Ｄ．考察 
本研究の目的は、精神科領域の医療機関における

心理検査の活用可能性と有用性に関する医師調査と、
心理検査結果のフィードバック面接の有用性に関す
る患者調査を実施し、当該領域の医療機関における
心理検査の活用可能性と有用性を検討することであ
る。 
１）医師調査の結果：間接的フィードバック 
まず、間接的フィードバックに関しては、回答した

医師の約90％が「検査データ」とともに「検査者の所
見」を書面で受け取っている実態が明らかになった。
「検査データ」以外に報告書に含まれると有用だと
思われる内容について尋ねたところ、約80％の医師
が「診断や状態把握の助けになる情報」、「現在の生
活上の困難や症状の背景の理解につながる情報」と
回答し、約75％の医師が「患者の強みや長所、健康な
部分に関する情報」と「患者に渡せる報告書（本人向
け報告書）」をあげた。対象疾患別に見ると、認知症
などの器質性精神障害や発達障害を除く成人期の精
神疾患に対する業務（例、診断と治療、意見書などの
作成）で心理検査が「非常に役立っている」と回答し
た医師は約44％から約49％であったが、小児期・青年
期の精神疾患、成人期の発達障害、認知症などの器質
性精神障害に対する業務では、約63％から約72％の
医師が「非常に役立っている」と回答した。これは公
認心理師による間接的フィードバック（医師への報
告）が診療において非常に有用であることを示唆す
る結果である。多職種連携・協働に関しては、約31％
から約44％の医師が非常に役立っていると回答した。 
 
２）医師調査の結果：直接的フィードバック 
公認心理師による直接的フィードバックに関して、
回答した医師の約90％が、すべての患者に対してで
はないが、必要な場合があると回答した。「自身の患
者の中にフィードバック面接を受けたことのある患
者がいる」と回答した医師(n=240)にどのような点で
有用だったかを尋ねたところ、約54％の医師が「患者
が自身の病状を理解するのに」、約48％が「患者が自
身の健康な部分や強みを理解するのに」、約46％が
「患者が自身の悩みごとにどう対処したらよいかを
考えるのに」フィードバック面接が「非常に役に立っ
た」と回答した。 
 
３）患者調査の結果：直接的フィードバック 
公認心理師による直接的フィードバックの有用性

については、患者を対象とした介入研究（一群事前事
後比較試験）の結果からも支持された。今回の研究で
は、医師から心理検査結果の説明を受けた患者を対
象に、公認心理師による約50分のフィードバック面
接（直接的フィードバック）を実施し、その前後にお
ける有用性尺度の成績を統計学的に分析した。その
結果、フィードバック面接前後の有用性尺度の成績
に有意差が認められ、いずれも面接前よりも面接後
で成績が向上していた。また、合計得点の効果量の絶
対値は1.408で、大きな効果が認められた。項目別で
も、1項目を除いて、残りの9項目の効果量の絶対値は
0.850以上と、大きな効果を示す結果であった。これ
らの結果から、公認心理師による直接的フィードバ
ックは、患者の自己理解の促進や治療意欲の向上、日
常生活や社会生活における困難への対処など、パー
ソナル・リカバリーに資する可能性が示唆された。 
 
４）今後の課題 
公認心理師による心理検査の実施や結果のフィー
ドバックは、精神科領域の医療機関における診療や

平均 標準偏差 平均 標準偏差

合計得点 33.39 8.71 45.83 4.24 -8.447 0.000 -1.408

項目１ 3.50 1.23 4.75 0.50 -6.228 0.000 -1.038

項目２ 3.08 1.20 4.58 0.77 -6.932 0.000 -1.155

項目３ 3.56 1.18 4.86 0.35 -7.361 0.000 -1.227

項目４ 3.33 1.29 4.64 0.68 -5.129 0.000 -0.855

項目５ 3.00 1.24 4.64 0.54 -7.894 0.000 -1.316

項目６ 2.86 1.05 4.19 0.79 -6.978 0.000 -1.163

項目７ 3.28 1.11 4.28 0.81 -5.123 0.000 -0.854

項目８ 3.39 1.25 4.64 0.64 -5.431 0.000 -0.905

項目９ 3.14 1.17 4.42 0.69 -5.797 0.000 -0.966

項目１０ 4.25 0.87 4.83 0.56 -3.326 0.002 -0.554

＜項目＞
1　検査結果の説明は、あなたにとって十分に納得できるものでしたか？
2　検査結果の説明時間は、十分でしたか？
3　説明者は、心理検査の結果に対するあなたの質問に十分に答えてくれましたか？
4　検査結果の説明は、今の自分の症状や心の状態を理解するのに役に立ちましたか？
5　検査結果の説明は、あなたが自分の長所や得意なところを理解するのに役に立ちましたか？
6　検査結果の説明は、あなたが自分の悩みや困りごとにどう対処したらよいかを考えるのに役に立ちましたか？
7　検査結果の説明は、あなたの治療に対する意欲を高めるのに役に立ちましたか？
8　検査結果の説明は、今後、あなたが、自分の症状や心の状態との付き合い方を考えるのに役に立ちそうですか？
9　検査結果の説明は、今後のあなたの社会生活や日常生活に役に立ちそうですか？
10　心理検査を受けてよかったと思いますか？

表4　直接的フィードバック（フィードバック面接）の有用性尺度得点の変化

事前 事後

t (35) p Cohen’s d
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多職種連携・協働において重要や役割を担っている
ことが示唆された。特に、現行の診療報酬制度では算
定対象となっていない直接的フィードバックの有用
性について、医師調査だけでなく、介入研究を行なっ
た患者調査の結果からも、それを支持する結果を得
ることができた。 
しかしながら、昨年度の報告書（松田, 2024）で紹
介したように、公認心理師が単独で患者にフィード
バックすることの問題点を指摘する意見があった。
今回の医師調査の分析結果からも、事前の医師との
すり合わせなど、公認心理師と医師との連携のもと
で、検査結果を公認心理師から患者に直接説明する
ことが望ましいとする意見が多かった。 
これらの点を考えると、公認心理師による直接的
フィードバックは、医師との緊密な連携のもとで行
われることが望ましいといえる。医師との連携に加
えて、直接的フィードバックに対するコストをどう
考えるかも、避けては通れない現実的な課題である。
すでに述べたように、現行の診療報酬制度のもとで
は、医師や他職種への間接的フィードバックや、患者
に対する直接的フィードバックは、その準備（例、報
告書の作成）から実施（例、医師への報告、カンファ
レンスにおける情報共有、フィードバック面接）に対
する診療報酬上の対価はない。こうした中で、時間と
労力、そして、心理面接や心理支援の高い技能を必要
とするフィードバックを精神科医療の現場における
医療・保健サービスとして普及させるには、現行の保
険点数の見直しやフィードバック面接に対する診療
報酬の新設等の抜本的な改正が必要である。 
 以上の点から、心理検査は医師の診療や多職種連
携・協働のみならず、患者に対する心理支援にも活用
されており、患者のリカバリーの促進にも活用でき
ることが示唆された。しかし、現行の診療報酬制度を
考えると、直接的フィードバックを医療機関で提供
するには、医師と公認心理師の連携強化や公認心理
師のスキルの向上に加えて、診療報酬におけるフィ
ードバック面接料の新設など、制度面の検討が急務
であると思われる。 
 
Ｅ．結論 
本研究の結果、以下の点が示唆された。 
① 医師の多くが、公認心理師等による心理検査結

果の直接的・間接的フィードバックの有用性を
認めていることが示唆された。 

② 公認心理師によるフィードバック面接には、患
者の満足度、自己理解、治療意欲の向上、日常生
活や社会生活における困りごとへの対処など、
パーソナル・リカバリーにつながる効果が期待
できることが示唆された。 

③ これらの業務を推進するためには、医師と公認
心理師の連携強化や公認心理師のスキルの向上
に加えて、現行の診療報酬制度の改正が急務で
ある。具体的には、臨床心理・神経心理検査の点
数の改正、公認心理師による直接的フィードバ
ックの評価新設等、実態に見合った改正の検討
が必要である。 
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